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第１　はじめに
　近時の急速な経済発展を背景に、インドにおける
商標の出願・登録件数は年々増加し、日系企業を
含む外国企業による、商標を活用した権利行使が積
極的に行われるようになってきた。そのような中、
2017年12月14日、インド最高裁判所（以下、「最高裁」

という）は、トヨタ自動車株式会社（以下、「トヨタ」
という）とインドの自動車部品メーカーであるPrius 
Auto Industries Limited（以下、「Prius Auto」とい
う）との間の、TOYOTA INNOVA及びTOYOTA
の図形商標（以下、まとめて「トヨタ商標」という）
並びに、トヨタが1997年からハイブリッドカーの車
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名として国際的に使用していたと主張する「PRIUS」
商標に関する商標権侵害・詐称通用を巡る８年にわ
たる訴訟に終止符を打った。デリー高等裁判所（以
下、「デリー高裁」という）合議審による、トヨタの
Prius Autoに対する「PRIUS」商標の使用差止請求
を認めないとする判断に対し、トヨタが最高裁に上
訴していたが、最高裁は、トヨタの主張を退ける旨
の判断を下した。最高裁は、判決の中で、詐称通用
訴訟における周知性の要件を充足するには、国際的
なグッドウィル及び名声が、インド国内において認
知されていたことが必要であるとの基準を示した。
　従前、インドにおいては、ある標章が商業的に使
用されていない場合であっても、国際的名声を有
していれば、詐称通用による保護を求めることがで
きると考えられてきたが、この最高裁判決は、未登
録の商標が国際的名声を有しているかの判断につき、
より慎重な立場をとることを示したものといえる。
インド国内における商標登録取得の重要性を改めて
浮き彫りにした点において極めて大きな意義を有す
る。

　本稿では、最高裁及び下級審であるデリー高裁に
よる判決の内容を紹介したうえで考察する。

第２　事案の概要
１．背景事情

トヨタは、1989-2003年にインドでトヨタ商標の
登録を取得した。他方、「PRIUS」商標に関しては、
1997年に「PRIUS」と名付けたハイブリッドカー
を日本において発売開始した後、2000年から2001
年にかけてオーストラリア、イギリス、アメリ
カなどでも販売を開始し、1990年に日本において

「PRIUS」について商標登録を取得し、その後イン
ドを除く世界各国で商標登録を取得した。トヨタ
は、2009年にインドでハイブリッドカー「PRIUS」
を発表し、当初デリーとバンガロールのトヨタの
販売店に車を展示し、2010年に正式に販売を開始
した。トヨタは、2009年にインドで「PRIUS」の
商標について出願を行ったが、インド特許庁によ
り拒絶され、商標登録を得ることができなかった。
そのため、トヨタは、Prius Autoを権利者とする

「PRIUS」商標の登録を取り消すための審判を請
求した。

他方、Prius Autoは、自動車部品（スペアパー
ツ）の製造販売を行うインドのローカル企業であ
り、Deepak Mangal氏 及 びSandeep Verma氏 に
より2001年に設立された。同社は、自社が製造

【時系列表】
1989年〜2003年 トヨタ、インドでトヨタ商標について商標登録
1990年 トヨタ、日本で「PRIUS」商標について商標登録
1997年 トヨタ、ハイブリッドカー「PRIUS」を日本で発売
2000年から2001年 トヨタ、オーストラリア、イギリス、アメリカなどで「PRIUS」販売開始
2001年７月 Prius Auto、インドで「PRIUS」商標の使用開始
2002年 Prius Auto、インドで「PRIUS」商標について商標登録
2009年 トヨタがPrius Autoに対し「PRIUS」商標の登録取消の審判請求をするとともに、損害賠

償並びにトヨタ商標及び「PRIUS」商標の使用差止を求めデリー高裁に提訴
2009年12月12日 デリー高裁単独審がPrius Autoに対する「PRIUS」商標に関する暫定的使用差止命令
2010年３月19日 デリー高裁が暫定的使用差止命令を取消し

トヨタがデリー高裁による暫定的使用差止を取消す旨の判断に対して不服申立て
2010年８月10日 デリー高裁がPrius Autoに対する（i）トヨタ商標の暫定的使用差止、及び（ii）一定の条

件のもと「PRIUS」商標の使用を暫定的に認める旨の命令
2016年７月８日 デリー高裁単独審が、トヨタが有する権利（トヨタ商標と「PRIUS」商標）の侵害及び

100万ルピーの（懲罰的）損害賠償を認容
両当事者がデリー高裁合議審に控訴

2016年12月22日 デリー高裁合議審が、デリー高裁単独審の判断を修正し、トヨタ商標への侵害（使用差止）
及び損害賠償を認め、「PRIUS」商標の侵害（使用差止）を否定

2017年３月28日 トヨタが最高裁に上告
2017年12月14日 最高裁が、デリー高裁合議審の判断を概ね維持する旨の判決をし、「PRIUS」商標に関す

るトヨタの敗訴が確定


